
女性農業者の皆さんへ
あなた自身の年金を！

老後の備えは万全ですか？

現在６５歳の農業者年金加入者の平均余命は、
男性が２２年（８７歳）、女性が２７年（９２歳）で
す。女性の老後は男性以上に長い道のりです。

農業者の老後の生活の収入は、国民
年金＋農業者年金が基本です！

国民年金の支給額は月額最高６万４千４百円、
夫婦お二人で１２万９千円です。一方、高齢農家
の家計費は夫婦お二人で２３万８千円が必要と
なるデータがあります。→月額約１０万円不足！

農業者年金へのご加
入がご主人だけでは、
先にご主人が亡くなった
時、妻であるあなたの
老後の支えは国民年金
だけになってしまいます。

一人一人の備えが大
切です。

家族経営協定を結べば保険料の国庫補
助も受けられます。

認定農業者で青色申告をしている夫と家族経営協
定を結んで農業経営に参画している妻も保険料の
国庫補助が受けられます。

農業者年金は女性農業者の長い老
後をしっかりサポートします。

農業者年金は女性の農業経営への
参画をしっかり応援します！

農業者年金は国民年金の不足分
をしっかりカバーします。

老後の備えは農業者年金で安心！

日本人の平均余命は、男性８４歳、女性８９歳
となっており、農業者年金加入者の平均余命の
方が長くなっています。

ケース１ ○ 国民年金 ○ 国民年金

夫：月額 ６万４千４百円
妻：月額 ６万４千４百円 妻：月額 ６万４千４百円
計：月額 １２万８千８百円

○ 農業者年金 ○ 農業者年金
夫：月額 ４万６千４百円 なし

合計：月額 １７万５千２百円 合計：月額 ６万４千４百円

ケース２ ○ 国民年金 ○ 国民年金

夫：月額 ６万４千４百円
妻：月額 ６万４千４百円 妻：月額 ６万４千４百円
計：月額 １２万８千８百円

○ 農業者年金 ○ 農業者年金
夫：月額 ４万６千４百円
妻：月額 ３万９千６百円 妻：月額 ３万９千６百円
計：月額 ８万６千円

合計：月額 ２１万４千８百円 合計：月額 １０万４千円

（注） 農業者年金の試算額については、６５歳までの運用利回り２．５％、６５歳以降の予定利率
は１．０５％として行っています。

◆ 農業者年金に 夫のみ加入 した場合と 夫婦で加入し た場合の比較 ◆

夫と妻は同年齢で、農業者年金へは３０歳で保険料月額２万円で通常加入し、
農業者年金加入者の平均余命（男性８７歳、女性９２歳）まで生存するとして比較

６５歳～８７歳の年金額（夫婦） ８８歳～９２歳の年金額（妻のみ）

農業者
年金に
夫のみ
加入

農業者
年金に
夫婦で
加入



さらに詳細な農業者年金の内容やご相談につ
いては、最寄りのＪＡか農業委員会または農業
者年金基金にお問い合わせ下さい。

独立行政法人農業者年金基金
TEL：03-3502-3199 （相談員）
TEL：03-3502-3942 （企画調整室）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ
http://www.nounen.go.jp

◎ 家族経営協定を締結している農家は、増加しています。

◎ 家族経営協定を結ぶとこんな効果が！（農家の声）

◎ 家族経営協定に盛り込むとよい事項

① 農業経営に関する基本的事項（規模、生産方式、経営管理の方法、農業従
事の態様等）について、その配偶者又は後継者の合意に基づいて決定され
ること

② 農業経営から生じる収益が、経営主とその配偶者又は後継者の双方に帰属
すること

③ 将来の経営継承について、経営主とその配偶者又は後継者の合意により行
うこと

☆ 経営理念や経営方針を家族みんなで共有できるようになり、家族全員の経営意識が向上した。
☆ 役割分担や就業規則の取り決めを通じて、経営の合理化が進んだ。
☆ 共同申請制度を利用して、配偶者や後継者も認定農業者になった。
☆ 部門を任されるようになって、以前よりも責任とやりがいを感じる。
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平成１５年

○ 家族経営協定締結農家数 単位：戸

※ 各年とも３月３１日現在
（資料：農林水産省経営局・平成２５年１２月２０日発表）

（H２６．５）


